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答申にあたって 

 

 前回基本構想を策定した 2008 年からの 15 年間で、区を取り巻く社会情勢

や区民の生活様式は大きく変化しました。少子高齢化が急激に進むとともに、

地球温暖化などに伴う気候変動により風水害が激甚化しています。また、

2020 年には新型コロナウイルス感染症が流行し、人々の生活様式や働き方な

どが大きく変わりました。 

 このような中、大田区の新たな基本構想の策定に向けて、当審議会は 2023

年７月に鈴木晶雅大田区長から大田区基本構想の策定について諮問を受けまし

た。 

 ５回に及ぶ審議会のほか、３つの専門部会の延べ６回に及ぶ検討に加え、区

民アンケートやワークショップ等で区民の皆様からいただいたご意見などを踏

まえ、ここに審議会としての考えをまとめましたので、答申いたします。 

 本答申では、2040 年ごろの大田区のあるべき姿として、「将来像」を定めま

した。そして、「将来像」を実現するためのまちの姿として、４つの「基本目

標」をまとめました。また、基本構想全体を貫き、「将来像」を実現していく

上での基本的な考え方として３つの「基本理念」をまとめました。さらに、基

本構想で描いた「将来像」を実現するための区の方針を「基本構想を実現する

ために」として５つの柱にまとめました。 

 この間、審議会で熱心にご議論いただいた委員各位をはじめ、当審議会を傍

聴してくださいました区民の皆様に心から感謝を申し上げるとともに、答申に

描かれた区の将来像「 」が着実に実現されるよう心から期待いたします。 

           

令和５年 12 月 日 

                      大田区基本構想審議会 

                          会長 牛山 久仁彦 
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序章 基本構想策定の背景と役割について 

 

（１）基本構想策定の背景について 

 以下のとおり「基本構想策定の背景について」をまとめ答申します。 

 

 大田区は、昭和 22 年に当時の「大森区」と「蒲田区」が一つになり、両方の

一字ずつを取って誕生しました。23 区の中で最大の面積を有し、全国的に見て

も大規模な自治体です。世界の主要都市とつながる羽田空港、高度な技術力を持

つ多くの町工場、にぎわいあふれる商店街、多摩川をはじめ海辺や台地部など豊

かな自然と美しいまちなみ、大正から昭和初期にかけて、多くの文人や芸術家が

暮らした馬込文士村と称される馬込・山王地域などを有し、「東京の縮図」とい

われる多くの可能性と潜在的な力を持ったまちです。 

 大田区では、平成 20 年に基本構想を策定し、既に 15 年が経過しました。

平成 20 年から令和４年の間に、区の総人口は約 67 万人から約 73 万人に増え

ましたが、年齢構成比を見ると、65 歳以上の割合は 20.1%から 22.6%に増加

しています。逆に 15 歳未満の年少人口の割合は 11.4%から 10.6%に減少し

ており、今後、更に少子高齢化が進行していくものとみられています。 

 また、温暖化などに伴う気候変動により、区の平均気温は平成 20 年の

16.2℃から令和４年の 16.9℃へと上昇し、1 時間の降水量が 50mm を超える

ような豪雨の発生件数も上昇傾向にあります。令和元年の台風 19 号では、上

流域への記録的な降雨の影響により、多摩川の水位が大幅に上昇し、大田区に

も甚大な被害をもたらしました。 

 そして、近年における新型コロナウイルス感染症の流行については、過去に

例を見ない行動制限やマスクの着用といった生活様式の変化はもちろんのこ

と、働き方にも大きな影響を与えました。対面での接触を避けるため、行政・

民間企業問わず、オンライン会議をはじめとした非対面での会議や、非接触の

キャッシュレス決済が浸透するなど、デジタル技術の活用がより一層進んだと

いう一面もありました。 
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  まちづくりについては、区の 40 年来の悲願である新空港線の整備に向け、

令和４年６月に整備に関する都区間合意に至ったことで、新空港線整備と合わ

せて鉄道沿線のまちづくりに着実に取り組むための扉を開くことができまし

た。地域と羽田空港とのつながりがさらに強化され、ともに発展していくこと

で、誰もが住み続けたいと思える魅力あるまちになることが期待されます。 

 区を取り巻く社会情勢は刻々と変化しています。今後、更なる進行が見込ま

れる少子高齢化や、地球温暖化に伴う自然災害の激甚化や生態系の変化、情報

通信技術の加速度的な進展や不透明さを増す国際情勢など、様々な要因が複雑

に絡みあうことで将来を見通すことが難しくなり、不確実性は増していくこと

が見込まれます。 

  このような状況を踏まえ、将来の大田区のあるべき姿を提示するため、新た

な基本構想を策定いたします。 
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（２）基本構想の役割について 

 以下のとおり「基本構想の役割」と「基本理念、将来像、基本目標の関係に

ついて」をまとめ答申します。 

 

●基本構想の役割  

基本構想は、2040 年ごろの大田区のめざすべき将来像を提示し、今後のま

ちづくりの方向性を明らかにした、区の最上位の指針です。 

大田区に関わるすべての人々の共通の目標として、この基本構想を策定しま

す。 

 

●基本理念、将来像、基本目標の関係について 

「基本理念」とは、基本構想全体を貫くものであり、「将来像」や「基本目

標」を実現していく上での基本的な考え方です。 

また、「将来像」を実現するためのまちの姿として、４つの「基本目標」を

定めています。 
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第１章 基本理念について 

 

 基本構想全体を貫き、大田区に関わるすべての人々に共通する考え方とし

て、以下のとおり「基本理念」をまとめ答申します。 

 

 基本理念とは、基本構想全体を貫く考え方です。平和で、人権が尊重される

社会を前提とし、大田区に関わるすべての人々に共通する考え方として、下記

の基本理念を掲げます。 

 

１ 地域力を高める  

地域のつながりを強化することは、防犯・防災対策、安心して子育てできる環

境づくり、暮らしの活力の創出など、多様な分野の課題解決につながります。

大田区がこれまで培ってきた「地域力」をより一層高め、区民、企業、地域団

体や行政など、組織や世代を越えて大田区に関わるすべての主体が連携・協働

することにより、安心して暮らせるあたたかいまちをつくります。 

 

２ 多様な個性が輝く 

一人ひとりがお互いの個性を尊重し、支えあうことで、それぞれの力が発揮さ

れ、新たな価値観の発見や可能性の創造につながります。ありのままの自分で

生きることができ、多様な個性がそれぞれの持ち味を活かすことにより、誰も

が自分らしく活躍できるまちをつくります。 

 

３ 豊かなまちを未来へつなげる 

区の歴史や文化を引き継ぎ、未来にわたって持続的な発展をしていくために

は、先を見据えながら、変化の激しい時代にしなやかに対応することが重要で

す。区の特徴を踏まえ、長期的な視点をもって、柔軟かつ利便性の高いまちづ

くりを進めることにより、誰もが豊かに暮らし続けることができるまちを次世

代に引き継ぎます。 
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なお、「地域力」とは、区民一人ひとりの力を源として、自治会・町会、企

業・事業者、団体・NPO など様々な主体が持っている力、それら相互及び区と

の連携・協働によって生まれる力を含んだものであり、防犯・防災、福祉、子育

て、教育、産業、環境、国際交流、まちの魅力づくりなど、多様な地域の課題を

解決し、魅力ある地域を創造していく力と定義します。  
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第２章 将来像について 

 

 2040 年ごろの大田区のあるべき姿として、以下のとおり「将来像」をまと

め答申します。 

 

2040 年ごろの大田区のあるべき姿として、以下の将来像を掲げます。 

 

        

 

  

第４回審議会の検討結果を

反映 
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第３章 基本目標（将来像を実現するためのまちの姿）について 

 

 将来像を実現するためのまちの姿として、以下のとおり「基本目標」をまと

め答申します。 

 

１ 未来を創り出すこどもたちが夢と希望をもって健やかに育つまち 

 

こどもたちが、よりよい未来を創り出す力をもち、笑顔で元気に育つこと

が、大田区の明るい未来へとつながります。 

また、こどもたちが豊かな愛情に包まれ、自分らしく成長することにより、 

まちは思いやりと活気に満ちあふれます。 

明るく活力のある社会を築くためにも、こどもたちが夢と希望をもって健や

かに育つまちをめざします。 

 

 こどもの権利が守られ、こどもたちが将来に希望をもって育っています。 

 こどもたちが安全・安心で自分らしく過ごせる居場所や楽しくのびのびと

遊ぶ場所が充実しています。 

 こどもたちをあたたかいまなざしで包み、こどもの声に耳を傾けながら、

地域全体で子育ち・子育てを支えています。 

 希望する誰もが、安心してこどもを産み、育てることができ、こどもたち

が愛情を注がれて健やかに成長しています。  

 世界の人々と積極的に関わりながら、よりよい未来を創り出す人財が育っ

ています。 

 一人ひとりに寄り添う学びにより、すべてのこどもが自分らしく輝いてい

ます。 
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２ 文化を伝え育み誰もが笑顔でいきいき暮らすまち 

 

心と体どちらも健康でいることは、いつまでも充実感のある毎日を過ごすこ

とにつながります。 

そのためには、文化や芸術といった、心を豊かにしてくれるものとふれあ

い、それらを伝え育むことで、笑顔あふれる暮らしを送ることが大切です。 

また、すべての人々に活躍の場があり、つながりあえることで、元気に暮ら

せる社会をつくることも重要となります。 

こどもから高齢者まで、障がいの有無にかかわらず、個性をお互いに認めあ

いながら、生涯にわたり、誰もが笑顔でいきいき暮らすまちをめざします。 

 

 一人ひとりに、社会の中での役割や生きがいがあり、誰もが自分らしい暮

らしを送っています。 

 社会全体で包み込むように支えあう考え方が日常に溶け込み、つながりを

感じるあたたかさあふれるまちになっています。 

 言語や慣習をはじめ、属性の異なる人々がお互いを尊重しあい、笑顔で自

然に交流しています。 

 気軽にスポーツを楽しみ、健康づくりに取り組むことで、生涯にわたって

いきいきとした生活を送っています。 

 多彩な文化や芸術、歴史や伝統が暮らしとともにあることで、心が潤い、

豊かな感性が育まれています。 

 自由に学びを深められることで、質が高く心地よい暮らしを送ることがで

きています。 
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３ 豊かな環境と産業の活力で持続的に発展するまち 

 

環境は、経済・社会などわたしたちの暮らしの基盤です。地域社会のすべて

の主体が環境に配慮した行動をともに起こし、将来の世代によりよい形で引き

継いでいくことが大切です。 

そして、環境が守られた上で、国内有数の産業集積の維持・発展と新産業の

創造を通じ、産業が持続的に成長することが、区の活力を将来にわたって高め

ていくことにつながります。 

一人ひとりに環境への意識が浸透して具体的な行動につながるとともに、 

多様な産業がたえまなく成長することで、持続的に発展するまちをめざしま

す。 

 

 自分の行動が未来の環境を大きく左右するという意識を持ち、環境に配慮

した行動を実践しています。 

 次世代クリーンエネルギーや新技術の活用を含む脱炭素への積極的な行動

により、カーボンニュートラルの実現に向けた歩みを着実に進めていま

す。 

 資源を無駄なく利用する意識が浸透し、循環型社会が形成されています。 

 区内企業が社会環境の変化に柔軟に対応することにより、生産性の向上や

産業集積の維持・発展につながっています。 

 誰もが新たにチャレンジできる環境で、業種の垣根を越えたより一体的な

協力関係の形成により、新たな産業やサービスが生み出され、区内企業の

「稼ぐ力」が向上しています。 

 磨き上げられた「大田区ブランド」が世界の人々を魅了し、多くの人が訪

れることで、にぎわいや経済の活性化につながっています。 
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４ 安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち 

 

安全なだけではなく安心であり、日々の生活を心穏やかに快適に過ごせるこ

とは、誰もが住み続けたいと思えるまちの実現につながります。 

また、23 区で唯一空港を有している強みをはじめ、様々な地域の特色をま

ちの活力につなげていくことも重要です。 

都市の強靱化を進めるとともに、多様な地域特性を踏まえて、活気とやすら

ぎのある快適なまちをめざします。 

 

 強靱な都市基盤の整備と地域の連携の強化により、心から安心できるまち

になっています。 

 利便性の高い交通ネットワークの整備により、誰もがどこへでも気軽に移

動できるようになっています。 

 鉄道沿線から広がる活気あるまちづくりや、空港を持つ強みを活かしたま

ちづくりを通じてにぎわいと交流が生み出されています。 

 安心で快適な住環境の整備により、ずっと住み続けたいまちになっていま

す。 

 地域の特性を活かした、多様な特色をもつ公園が充実しています。 

 身近な場所で触れあえる水やみどりがあり、やすらぎを感じられるまちに

なっています。  
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第４章 基本構想を実現するためにについて 

基本構想で描いた将来像を実現するための区の方針として、以下のとおり

「基本構想を実現するために」をまとめ答申します。 

 

基本構想を着実に実現するために、区の方針を以下のとおり掲げます。 

 

１ 基本計画の策定 

基本構想で描いた将来像を実現するためには、その道のりを未来から現在へ

さかのぼり、戦略的に政策体系を整理した基本計画を策定し、着実かつしなや

かに推進することが重要です。  

基本構想の目標年次である 2040 年ごろだけでなく、2030 年ＳＤＧｓの達

成や 2050 年脱炭素社会の実現といった、他の重要な目標の達成年次や社会情

勢等を踏まえた上で、戦略的に政策を展開します。 

また、計画の進捗状況について評価・分析を行うとともに、社会情勢の変化

等に応じて適時見直しを行うことで、不確実性の高い時代においても、基本構

想の実現に向けた取組を着実に進めていきます。 

 

２ 持続可能な自治体経営 

区を取り巻く社会経済状況が変化する中においても、新たな基本構想を着実

に推進するためには、将来にわたり行政が持続可能性を確保することが重要で

す。 

 その実現に向け、人材・財源などの区が有する経営資源の最適化や、デジタ

ル技術を用いた業務の抜本的な変革など、生産性向上に資する取組をまとめた

具体的な戦略を策定し、実践します。 
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３ 区民や地域団体、企業との連携・協働 

基本構想で描いた将来像を実現するためには、大田区に関わるすべての人々

が力を合わせてともに取り組んでいくことが重要です。そのため、様々な機会

や手段を通じて、迅速かつ着実に情報発信を行うとともに、区民の様々な声を

大切にし、区政への区民の主体的な参画を推進します。 

 さらに、自治会・町会、企業、団体・NPO 及び学術機関等の様々な主体によ

る連携・協働を一層推進し、多様化する地域課題に迅速に対応します。 

 また、企業等と行政のそれぞれが持つ強みを活かし、新たな価値を創出する

とともに、区民・企業等・行政の真の「三方良し」を実現します。 

 

４ シティプロモーションの強化 

 基本構想の実現に向けては、住む場所・働く場所・訪れる場所として選ば

れ、まちの活力を維持・向上させていくことが重要です。そのため、多様な魅

力や地域資源を踏まえた戦略的なプロモーションにより、区の認知度やブラン

ドイメージを向上させます。 

 また、大田区での暮らしに愛着や誇りを持てるよう、区民に対しても積極的

に区の魅力を伝えていきます。 

 

５ 職員一人ひとりの意識・資質の向上 

 基本構想で描いた将来像を実現していくためには、職員一人ひとりが、自ら

考え、行動することが重要です。 

 社会変化や技術革新の動向も見据え、職員は、区政を担うプロフェッショナ

ルとして職務に取り組むとともに、常に区民目線に立ち、丁寧かつスピード感

を持って対応していくことが求められます。 

 新たな知識や技能の習得だけでなく、幅広い視野や経営的な感覚を持ち、多

様化する行政課題への迅速・的確な対応に向けた専門性の向上を図ることで、

区民サービスの質の向上につなげていきます。  
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区民への展開等に関する付帯意見 

 

 本基本構想は大田区に関わるすべての人々の共通の目標であるため、こど

もから大人まで、誰もが共感し、理解することができるよう、簡潔で分か

りやすい構成や表現に努め、区民への広報に注力すること。 
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１ 大田区基本構想審議会諮問文 

 

令和５年７月 25 日 

 

大田区基本構想審議会会長 様 

 

 

                    大田区長          

                       鈴木 晶雅      

 

 

 

大田区基本構想審議会条例第２条の規定に基づき、下記のとおり貴会に諮問

します。 

 

記 

 

 

１ 大田区基本構想の方向性について 

大田区基本構想のあるべき姿・その方向性について審議を求めます。 

 

 

 

〔理 由〕 

現行の大田区基本構想は平成 20 年に策定され、約 15 年が経過しました。

この間、大田区では基本構想に掲げた将来像「地域力が区民の暮らしを支え、

未来へ躍動する国際都市 おおた」の実現に向け、施策を着実に推進してきま

した。 

一方で、急激な少子高齢化の進行や気候変動による風水害の激甚化、そして

新型コロナウイルス感染症の流行という未曽有の危機などにより、区を取り巻

く社会情勢や区民の生活様式は大きく変化しており、区の目指すべき将来像の

再検討が必要な時期を迎えています。 

このような社会状況に鑑み、大田区の目指すべき将来像を提示し、今後のま

ちづくりの方向性を明らかにするため、区政運営の基本となる新たな基本構想

について調査審議をいただくものです。 
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２ 大田区基本構想審議会条例 

 

○大田区基本構想審議会条例 

 

令和 5 年 5 月 31 日 

条例第 20 号 

（設置） 

第１条 大田区の基本構想及び基本計画を策定するため、区長の付属機関とし

て大田区基本構想審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、大田区の基本構想及び基本計画の策定に

ついて必要な事項を調査審議し、答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する 25 人以内の委員

をもって組織する。 

(１) 区民 

(２) 区の区域内の公共的団体の代表者 

(３) 学識経験者及び有識者 

(４) 区議会議員 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、審議会が第２条の規定により答申をした日までとする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、第２条の規定による答申の日限り、その効力を失う。 
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３ 大田区基本構想審議会委員名簿 

 

３－１ 審議会委員名簿 

 

大田区基本構想審議会 委員の構成 

（委員は敬称略） 

 氏 名 ふりがな 区分 

会 長 牛山 久仁彦 うしやま くにひこ 学識経験者 

会長代理 奥 真美 おく まみ 学識経験者 

委 員 石渡 和実 いしわた かずみ 学識経験者 

委 員 澁谷 昌史 しぶや まさし 学識経験者 

委 員 西脇 祐司 にしわき ゆうじ 学識経験者 

委 員 村木 美貴 むらき みき 学識経験者 

委 員 松山 知規 まつやま ともき 有識者 

委 員 下村 芳樹 しもむら よしき 学識経験者 

委 員 中島 寿美 なかじま すみ 団体代表者 

委 員 三木 伸良 みき のぶよし 団体代表者 

委 員 深尾 定男 ふかお さだお 団体代表者 

委 員 広瀬 安宏 ひろせ やすひろ 団体代表者 

委 員 北見 公秀 きたみ ただよし 団体代表者 

委 員 大井 公美子 おおい くみこ 公募区民 

委 員 小谷木 英資 こやぎ えいすけ 公募区民 

委 員 中村 知恵子 なかむら ちえこ 公募区民 

委 員 押見 隆太 おしみ りゅうた 区議会議員 

委 員 秋成 おさむ あきなり おさむ 区議会議員 

委 員 湯本 良太郎 ゆもと りょうたろう 区議会議員 

委 員 岡元 由美 おかもと ゆみ 区議会議員 

委 員 佐藤 伸 さとう しん 区議会議員 

委 員 三沢 清太郎 みさわ せいたろう 区議会議員 

委 員 犬伏 秀一 いぬぶし ひでかず 区議会議員 

委 員 おぎの 稔 おぎの みのる 区議会議員 

委 員 庄嶋 孝広 しょうじま たかひろ 区議会議員 
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３－２ 専門部会別委員名簿 

 

子ども・福祉部会 委員の構成 

（委員は敬称略） 

 氏 名 ふりがな 区分 

部会長 石渡 和実 いしわた かずみ 学識経験者 

部会長代理 澁谷 昌史 しぶや まさし 学識経験者 

委 員 西脇 祐司 にしわき ゆうじ 学識経験者 

委 員 中島 寿美 なかじま すみ 団体代表者 

委 員 大井 公美子 おおい くみこ 公募区民 

委 員 押見 隆太 おしみ りゅうた 区議会議員 

委 員 岡元 由美 おかもと ゆみ 区議会議員 

委 員 庄嶋 孝広 しょうじま たかひろ 区議会議員 

 

まちづくり・防災部会 委員の構成 

（委員は敬称略） 

 氏 名 ふりがな 区分 

部会長 村木 美貴 むらき みき 学識経験者 

部会長代理 松山 知規 まつやま ともき 有識者 

委 員 三木 伸良 みき のぶよし 団体代表者 

委 員 小谷木 英資 こやぎ えいすけ 公募区民 

委 員 秋成 おさむ あきなり おさむ 区議会議員 

委 員 佐藤 伸 さとう しん 区議会議員 

委 員 三沢 清太郎 みさわ せいたろう 区議会議員 
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産業・環境部会 委員の構成 

（委員は敬称略） 

 氏 名 ふりがな 区分 

部会長 奥 真美 おく まみ 学識経験者 

部会長代理 下村 芳樹 しもむら よしき 学識経験者 

委 員 深尾 定男 ふかお さだお 団体代表者 

委 員 広瀬 安宏 ひろせ やすひろ 団体代表者 

委 員 北見 公秀 きたみ ただよし 団体代表者 

委 員 中村 知恵子 なかむら ちえこ 公募区民 

委 員 湯本 良太郎 ゆもと りょうたろう 区議会議員 

委 員 犬伏 秀一 いぬぶし ひでかず 区議会議員 

委 員 おぎの 稔 おぎの みのる 区議会議員 
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４ 大田区基本構想審議会及び専門部会の審議経過 

 

基本構想審議会 

回 日時・会場 主な内容 

第１回 

7 月 25 日（火） 

16:00～18:00 

本庁舎５階 会議室 

・委員の委嘱、委員紹介 

・会長選出等 

・諮問 

・新たな大田区基本構想の策定について 

・専門部会の構成について 

第２回 

10 月８日（日） 

14:00～17:00 

本庁舎５階 会議室 

・基本目標について 

・基本理念及び実現に向けた方策について 

第３回 

11 月２日（木） 

18:00～20:30 

本庁舎５階 会議室 

・基本目標及び将来像について 

・基本理念及び実現するための方策等について 

第４回 

11 月 24 日（金） 

13:30～16:30 

本庁舎５階 会議室 

・将来像以外の内容について 

・将来像について 

・答申の構成について 

第５回 

12 月 19 日（火） 

18:30～20:30 

本庁舎５階 会議室 

・大田区基本構想答申について 

 

専門部会（子ども・福祉） 

回 日時・会場 主な内容 

第１回 

８月３日（木） 

18:00～20:00 

本庁舎２階 

201・202 会議室 

・現状と課題について（伸ばすべき強みや特に 

対応が必要な課題等） 

・重要となる施策やその先の将来像について 

第２回 

8 月 31 日（木） 

17:00～19:00 

本庁舎２階 

201・202 会議室 

・第 2 回審議会に向けた流れ 

・第１回会議の振り返り等 

・アンケート結果等の区民意見の報告 

・分野別の目指すべき姿の取りまとめ 
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専門部会（まちづくり・防災） 

回 日時・会場 主な内容 

第１回 

８月 10 日（木） 

14:00～16:00 

本庁舎 11 階 

第５・第６委員会室 

・現状と課題について（伸ばすべき強みや特に 

対応が必要な課題等） 

・重要となる施策やその先の将来像について 

第２回 

8 月 22 日（火） 

10:00～12:00 

本庁舎 11 階 

第３・第４委員会室 

・第２回審議会に向けた流れ 

・第１回会議の振り返り等 

・アンケート結果等の区民意見の報告 

・分野別の目指すべき姿の取りまとめ 

 

専門部会（産業・環境） 

回 日時・会場 主な内容 

第１回 

7 月 31 日（月） 

16:00～18:00 

大田区民ホール・ア

プリコ 展示室 

・現状と課題について（伸ばすべき強みや特に 

対応が必要な課題等） 

・重要となる施策やその先の将来像について 

第２回 

8 月 30 日（水） 

13:00～15:00 

本庁舎 11 階 

第５・第６委員会室 

・第２回審議会に向けた流れ 

・第１回会議の振り返り等 

・アンケート結果等の区民意見の報告 

・分野別の目指すべき姿の取りまとめ 

 

  



 

 

22 

 

５ 区民等からの意見募集の実施概要 

 

 区に関する区民の意見を集め、基本構想策定にあたっての基礎資料とするた

め、区民アンケートとワークショップを実施した。 

 

（１）区民アンケート 

 

①調査設問 

・30 個のまちの姿について、「今の大田区」にどの程度あてはまるかを選択 

・同じ 30 個のまちの姿について、未来にこんなまちになってほしいと思うま

ちの姿にあてはまるものを選択 

・「未来にこんなまちになって欲しい」という意見を自由に記述 

 

30 個のまちの姿 

子育てしやすいまち 

子どもの安全が守られているまち 

教育が充実しているまち 

誰もが希望をもって自分らしく生きることができるまち 

高齢者に優しいまち 

誰もが生涯活躍できるまち 

障がい者に優しいまち 

一人一人の個性が尊重されるまち 

誰もが安心して暮らせる福祉が充実しているまち 

健康に暮らせるまち 

スポーツが気軽にできるまち 

地震や風水害などの災害に強いまち 

新たな感染症など、あらゆる脅威に強いまち 

犯罪や交通事故が少ないまち 

マナーが良いまち 

交通の利便性がよいまち 

にぎわいのあるまち 
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水や緑と触れ合えるまち 

公園など憩いの場が充実しているまち 

地域のつながりが強いまち 

デジタル化が進んだ便利なまち 

国籍等を問わず誰もがお互いに理解・尊重し合えるまち 

産業・経済に活力があるまち 

新しいビジネスやサービスが生まれるまち 

文化や芸術が充実しているまち 

区外から多くの人が訪れるまち 

区民が誇りと愛着を持てるまち 

環境に優しいまち 

誰もが環境に配慮した行動をとっているまち 

海外のまちと比べて魅力的なまち 

 

②調査概要 

対象者 区内在住・在勤・在学の方 

配布・回収方法 インターネット・FAX・郵送 

調査期間 ７月 14 日から９月 11 日まで 

回答数 

小中学生：11,920 件 

大人（高校生以上）：5,486 件  

合計：17,406 件 
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（２）ワークショップ 

 

①区民ワークショップ 

 1 回目 ２回目 

開催日時 ８月 17 日（木） ９月９日（土） 

開催場所 
大田区民ホール・アプリコ 

展示室 
入新井集会室（Luz 大森） 

対象者 区内在住の高校生以上の方 

募集方法 
無作為抽出された区民 4000 人に案内状を送付し、希望者

を募集 

参加者 53 名 37 名 

内容 

・「大田区の「良いところ」と「良くしたいところ」は何で

すか？」 

・「他のまちにはない、“大田らしさ”とは何ですか？」 

・「2040 年ごろの大田区はどんなまちになっていてほしい

ですか？」 

 

②大学生ワークショップ 

 1 回目 2 回目 

開催日時 ９月１日（金） ９月 20 日（水） 

開催場所 東邦大学 東京工科大学 

対象者 東邦大学在学の学生 東京工科大学在学の学生 

参加者 7 名 5 名 

内容 

・「今の大田区はどんなまちですか？」 

・「2040 年ごろの大田区はどんなまちになっていてほしい

ですか？」 

 

 



 

 

25 

 

③外国人ワークショップ 

開催日時 ９月２日（土）  

開催場所 おおた国際交流センター Minto Ota  

対象者 
国際都市おおた大使 

（イタリア・インドネシア・韓国・タイ） 

参加者 ５名 

内容 

・「今の大田区はどんなまちですか？」 

・「2040 年ごろの大田区はどんなまちになっていてほし

いですか？」 

 

 


